
 平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）は、障がい

のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いなが

ら、共に生きる社会をつくることを目指して制定されていま

す。 

 この目的のために障害者差別解消法では、行政機関等

や、事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、

障がいを理由として差別することを禁止しています（不当な

差別的取扱いの禁止）。また、行政機関等や、事業者に対し

て、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除く

ために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられ

たときに、負担が重すぎない範囲で対応すること（事業者に

対しては、対応に努めること）を求めています（合理的配慮

の提供）。 

 この法律の施行によって、障がい者に対する支援・配慮

が、国公立大学では義務化され、私立学校や民間施設など

においても努力義務として課せられるようになりました。つま

り今まさに、大学における障がい者支援は取り組むべき喫

緊の課題であり、これまで以上の支援が必要不可欠なので

す。そして私達は、学内の支援体制を整えていくにあたり、

関係するあらゆる部署が連携しなければなりません。 

 今回の研修では、東京大学バリアフリー支援室の桑原 

斉 准教授を講師にお招きし、2016東京大学における合理

的配慮の具体的な考え方の試案とともに、合理的配慮の提

供の実践に当たって、東京大学で注意しているポイントにつ

いてご講演いただきました。今号では、「2016年度第1回教

育支援センターFD研修会」の内容を掲載し、本研修が、本

学の教職員にとって障害者差別解消法、合理的配慮の概

念について学ぶ良い機会となったことをご報告いたします。   
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ります。そして、背景因子には、個人因子と環境因子

があります。個人因子には、ストレス、アイデンティ

ティの問題、経験などが含まれ、環境因子には、人に

よるサポート、モノによるサポート、制度によるサ

ポートまたはそれらによる阻害因子、周りの人の態

度、その他の自然環境の変化などが含まれます。そし

て、能力･実行状況として、活動と参加があります。活

動とは、WHOの分類に従うと、コミュニケーション、

ある種の課題遂行、学習と知識の応用、モビリティ

（運動や移動）、日々の生活のセルフケアなどを指し

ます。同様に、参加とは、教育、仕事、エコノミック

な活動、家庭での生活、余暇、対人関係などを指しま

す。これは障がいの有無に関わらず、おおよそこのよ

うな枠組みの中で人は生活しているだろうとWHOは考

えているということになります。 

 では、障がいとは何かということですが、日本の法

律では、障がい者を「身体障害、知的障害、精神障

害、その他の心身の機能の障害がある者であつて、障

害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生

活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定

義しています。強調されているのが「社会的障壁」と

いう概念であり、「障害がある者にとつて日常生活又

は社会生活を営む上で障壁となるような社会における

事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義さ

れています。これは、明らかに差別的なものだけを指

しているのではなく、例えば、レストラン入り口の階

段は、一般の人にとっては当たり前のシチュエーショ

ンですが、車椅子に乗っている人にとっては社会的障

壁であると考えます。 

 教育支援センターは、2016年6

月28日に東京大学バリアフリー支

援室の桑原 斉 准教授を講師に

お招きし、2016年度第1回教育支

援センター「FD・SD研修会」を

開催しました。当日はテレビ会議

システムで本学の7キャンパスお

よび短期大学部、福岡短大にも配

信し、242名の教職員が参加しま

した。 

 

 東京大学バリアフリー支援室の桑原と申します。私は

基本的には精神科の医師であって、障がい学生支援のプ

ロフェッショナルではありませんが、東京大学のなかで

いわゆる障がい学生支援室にあたるバリアフリー支援室

で2年間勤務し、そこで気付いたこと等について今日は

お話できればと考えています。 

 今日お話しする内容は3つです。1つ目は、障がいと

はどういう概念なのかについて、2つ目は、2016年4月

に施行された「障害者差別解消法」についてと、それに

対し大学でどのような対応を行っているかについて、主

に東京大学を例に提示させていただければと思います。

最後に、障がいの各論について、様々な障がいに応じて

どのような配慮・支援の仕方があるのかということを説

明します。 

■医学的／法律的視座から見た「障がい」 

 まず、「人間が生きている・生活している」というこ

とを、医学的・健康学的な枠組みから考えてみます。人

間は脳、神経、筋肉、耳など様々な機能をもって生活

し、読んだり、書いたり、見たり、聞いたりという活動

を行っています。その様々な活動の集合体として、学校

教育やスポーツなどに参加します。そして、それらの活

動や参加には、個人的な経験によって差が生じます。例

えば、活動するうえでの能力はトレーニングによって当

然変わってきます。逆に、周囲の環境によっては、同じ

能力の持ち主であってもパフォーマンスは異なります。

そのような仕組みの中で私たちは生きています。 

 同じことを精神科医がよく使う「フォーミュレーショ

ン（定式化）」を用いて説明すると（図1）、疾患とい

う 概 念 と フ ァ ン ク シ ョ ナ ル・イ ン ペ ア メ ン ト

（functional impairment：機能障害）という概念があ

 

大学における合理的配慮の考え方と具体的実践  
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（図1） 
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 生活機能の図（図1）に戻ると、心身機能や活動の制

限、参加の制約を「障がい」と呼んでいます。しかし、

特に日本の法律が強調しているのは、環境因子によっ

て、結果として日常生活における活動あるいは参加に制

限がかかっている人たち、それを障がい者と考えている

という違いがあります。  

 疾患には、治せるものと治せないものがあります。残

念ながら、治せない疾患や原因が分からない疾患は多く

あります。だから、「疾患は治療で治せばいい」と言っ

ても、実際には上手くいくことばかりではありません。

心身機能あるいは身体の構造に関して機能に障がいがあ

る場合も、なかなか治療で治すことができません。ま

た、機能を向上させ、能力・実行状況を改善させるため

にトレーニングすることがありますが、効果のある人が

いる一方で、残念ながら効果があまり得られない人もい

ます。トレーニングによって活動や参加の水準を上げる

ことには、実は限界があることが多いのです。伝統的

に、障がいのある方はトレーニングを課されてきまし

た。しかし、残念ながら効果が得られず辛い思いだけを

持っている方も多くいらっしゃいます。ここが非常に重

要な点で、今回の障害者差別解消法においては、トレー

ニングの部分はあまり強調されていません。トレーニン

グによって得られる効果が限定的だということが分かっ

ているからです。障がいのある方にとって、また、日本

の障がい観にとって、今回の差別解消法でのポイント

は、「環境因子」が社会的障壁になっており、環境因子

を上手く調整すれば、活動または参加におけるパフォー

マンスを向上させることができるだろうと考えられてい

る点です。 

 それを図示すると、

このようになります

（図 2）。機能障がい

は、あ る 程 度 は 良 く

なったり悪くなったり

しますが、仮にあまり

動かないものとし、そ

の上でトレーニングに

よって頑張ったところ

が本人のキャパシティ

です。それに加えて私たちは、環境因子の調整により社

会的障壁を除去し、パフォーマンスを最適化します。社

会的障壁の除去の方法は、環境因子の調整が一番シンプ

ルですが、ある種の活動をパスするという方法もありま

す。例えば、「聞く」ことができなければ「見る」とい

うように、活動の内容自体を変更することで、参加にお

けるパフォーマンスを向上させるというやり方です。こ

れも、同じようにキャパシティは変わっていませんが、

パフォーマンスを向上させることができます。この「環

境の調整」と「活動の変更」が「配慮」であり、配慮を

行うことで参加を最適化する。これが、日本での障がい

に対する支援についての主流の考え方です。  

■「障害者差別解消法」と東京大学の対応 

 いま述べた「障がいとは何か」ということをもとに、

障害者差別解消法について解説していきます。その中で

「合理的配慮」という言葉をどのように考えるかについ

ても説明したいと思います。障害者差別解消法が日本で

施行されたのは、2016年4月1日です。日本がこれを作

る契機になったのが、2006年に障がい者の権利条約が

国連で採択されたことです。この権利条約のコアコンセ

プトとして、障がいに基づくあらゆる差別の禁止と合理

的配慮の提供を定められたのですが、当時の日本は「合

理的配慮を提供しなければならない」という義務をどこ

にも定めていなかったので、条約を批准することができ

ませんでした。そこで、数年かけて議論し、差別解消法

と障害者雇用促進法の一部を変更することで、この合理

的配慮の提供が日本でもある程度保障されるようにな

り、2014年に日本でも批准することができました。 

 東京大学の障がい者に対する考え方というのは、東京

大学憲章という大学の憲法の中ではっきりと「障害に

よって差別されることのないことを保障する」と2000

年代から明記してあります。また、教育・研究環境の整

備について、「バリアフリーのための人的・物的支援の

確保」ということも明確に述べています。つまり、障害

者の権利条約で述べられている差別の禁止と、合理的な

配慮の提供について、東京大学では東京大学の学則の中

で定めているということになります。  

 実際にこれまで私たちがやってきたことは、障がい学

生支援の定番のような方法です。聴覚障がいの方に対し

ては、まったく聞こえないのであればノートテイクやパ

ソコンテイク、少し聞こえが悪いのならば、聞こえを増

強する特殊なマイクを使い、環境の方を調整したり、活

動を一部変更することで、不利なく参加できるようにし

ました。また、視覚障がいの方には、本を読めないなら

ば、電子データ化してテキストファイルを音声化するこ

とで、同じ情報がインプットできるようにします。肢体

不自由の方や車椅子の方には、できるだけスロープや自

動扉を設置するよう努力しています。お金の問題で全て

を改修することは難しいのですが、最終的にたどり着け

ず授業が受けられないということが起きないようにして

います。そのためには、教室を変更するというやり方を

一番多くとります。 

 東京大学の支援システムについてですが、東京大学に

は学部やセンターなどの部局が34個あり、各部局に支

援実施担当者がいます。そして、その方々がモノやヒト

を調達し、支援を実施するという仕組みになっていま

す。その際にかかるお金については、本部が出します。 

 

 

（図2） 
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消法を個々の教職員が絶対に守るためにこの要領を

作ったということが書いてあります。そして、第2条で

は、障害者、部局、教職員などの用語について定義し

ています。そして、第3条（図4）と第4条（図5）がコ

アコンセプトになります。ここで、不当な差別的取扱

いの禁止ということと、合理的配慮の基本的な考え方

について述べています。障害者差別解消法でもコアコ

ンセプトはこのふたつです。私立大学の場合、この不

当な差別的取扱いは国立大学と同様に禁止されていま

すが、合理的配慮については努力義務になっていま

す。第5条（図6）では環境の整備、第6条～第9条（図

7）では大学の中でこの障害者差別解消法を守るために

必要なシステムについて述べています。最後に、第10

条（図8）で労働者に対する措置について記載していま

す。 

 コアコンセプトである第3条（図4）と第4条（図5）

について解説します。まず、第3条では「不当な差別的

取扱い」を定義しています。「不当な差別的取扱い」

とは、基本的には「異なる取扱い」のことを指します

が、異なる取扱いであっても、障がいのある方が不利

益と感じず、むしろこの方が良いと言っているときに

は、不当な差別的取扱いには当たらないということが

ポイントです。だから片面差別禁止というのですが、

「有利になることは良い」という変則的な差別禁止に

なっています。例えば、「障がいのある方の受験は受

け付けません」と言うことは当然、不当な差別的取扱 

 

 私たちバリアフリー支援室は、部局が障がいのある学

生あるいは教職員をサポートしていくうえで、「どうサ

ポートしたら良いのか？」と困ったときに、「このよう

にすれば良いのでは」と伝えるという役割を担っていま

す。このようなシステムになっているのにはいくつか理

由があります。非常にプラクティカルな理由としては、

東京大学には学生が約2万人いるので、バリアフリー支

援室ですべてを直接支援するのは量的に不可能です。ま

た、各部局で教務の体制や考え方などに違いがある中

で、部局外の人間が出て行って勝手にやると、部局とし

ては「支援室に押し付けてしまえば何とかなる」と考え

ますし、支援室が部局の教務などに働きかけても「よそ

者が余計なことを言っている」というようにうまくいき

ません。これは人間の心理として当然のことです。もう

ひとつの理由として、東京大学では「すべての構成員が

バリアフリーの東京大学を創る」というコンセプトを

持っています。部局の支援実施担当者は何年かに一度変

わりますが、一度経験すると、「障がいのある方に対し

てバリアフリーの支援をすることは当たり前」という意

識を持った人がどんどん増え、その方々が偉くなって、

その人の部下にもその意識が伝えられていくということ

が起きています。この体制がとられてまだ10年ほどで

道半ばですが、これを20年、30年と続けていくうち

に、私たちバリアフリー支援室がなくても、部局に要望

したら支援が提供されるようになるのが理想だと考えて

います。 

■東京大学における障害を理由とする 

差別の解消の推進に関する対応要領 

 障害者差別解消法が施行されたことで、私たち国立大

学法人には、対応要領を作ることが義務付けられていま

す。これは、障害者差別解消法を大学として遵守するた

めの学校規則です。私たちはこの対応要領をただの紙切

れにせず、きちんと伝えることを考えて、34部局の教

授会に対応要領の中身をひとつずつ周知してまわってい

ます。 

 東京大学の対応要領（図3）は、10条から構成されて

います。まず、第1条に趣旨、すなわち、障害者差別解

（図3） 

（図4） 

（図5） 
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いに当たります。今どきの大学でそんなことをするとこ

ろはもちろんありませんが、危険なのは条件を付すこと

です。例えば、障がいのある方が何かに参加するとき

に、「介助の人がついていること」や「親と一緒である

こと」などの条件を出すことが考えられます。大学側

は、事故が起きないようにと、ある意味善意のつもりで

言っているのですが、受け取る側からは不当な差別的取

扱いとみなされる可能性があるということです。 

 合理的配慮も不当な差別的取扱いの禁止も、学生相手

では当たり前であり、本学が行う事務事業はすべて対象

になるということがポイントです。例えば、付属病院、

付属中学・高等学校、売店やインフォメーションセン

ターでの対応など、大学が事務事業として行っているこ

とはすべて対象に含まれることになります。 

 実は、合理的配慮については法律の中できちんと定義

されていないので、障害者の権利条約の定義が現在の概

ねのコンセンサスになっています。東京大学の対応要領

でも、権利条約の定義をそのまま使い、基本的自由を享

有し、又は行使することを確保するための、必要かつ適

当かつ過度の負担を課さない、そのような配慮が合理的

だと謳っています。先ほどの不当な差別的取扱いと同じ

で、合理的配慮も、当然本学が行う事務又は事業すべて

において課せられています。 

 一方で、東京大学オリジナルの条文として、合理的配

慮の考え方の根底にあるのは、相互理解です。例えば、

同じ程度にニーズを満たす配慮が複数あったとき、一方

の配慮は100万円かかり、他方の配慮はほとんどお金が

かからないとします。そのとき、障がい者の方の意向を

必ず尊重すべきという考え方と、意向は当然尊重する

が、逆に障がい者の方にも大学の事情を斟酌していただ

くという考え方があります。これは議論の分かれるとこ

ろですが、東京大学の場合は、障がい者の方に大学の事

情も分かっていただきたいということを含めて、相互理

解という書き方をしています。 

 東京大学は、配慮の合理性を判定するうえで、3つの

ポイントについて最低限確認することを定めています。

1つ目は、「特定の場合において必要とされること」、

すなわち必要性です。特定の機能障がいがあって、特定

の学習の場面において支障が生じていること。そして、

特定の配慮により、支障の改善が想定されること。これ

をまず確認しないことには、配慮自体に意味があるかが

分かりません。2つ目は、「適当であること」、すなわ

ち、配慮にあたって教育・研究その他本学が行う事務事

業の本質を変更しないことです。これは大学教育におい

て非常に重要な点です。例えば、「障がいがあるので試

験をレポートにしてください」と配慮を求められること

がありますが、これは教科によっては可能です。しか

し、その教科がメモリーやコグニティブ･スピードを確

認することを学術的要件としているならば、それをレ

ポートで確認することは不可能です。したがって、それ

は適当な配慮ではなく、試験時間を延長するなど別の配

慮を考えることになります。この「適当である」という

ことを大学として主張できると分かっていれば、障がい

のある方と建設的な対話ができると思います。最後のポ

イントは、「過度の負担を課さないこと」です。労働力

や経費に関して、どの程度を「過度の負担」と呼ぶの

か、いまのところ相場が誰も分からないので、その判断

は難しいものです。また、基本的に何らかの配慮を行う

ときには一定の負担が生じるため、忙しい教員にとって

は、わずかな負担でも「過度だ」と思いたくなる気持ち

も分かります。そこで私は「法廷に立ったときにも過度

の負担だと言い切れる場合には、はっきりと断ってくだ

さい」と説明しています。これら3つのポイントを確認

した上で、配慮が合理的でないと判断したときは、大学

の事情を正直に話し、自信を持って合理的とは判断し得

なかったことを伝えるべきだと私は考えています。 

 合理的配慮の提供プロセスについて、すべて完璧に行

うことは実際には難しいのですが、ただ試験のときには

完璧に近い形で合理的配慮かどうかを確認しています。

まず、部局の支援実施担当者が障がいのある方と連絡を

取ってコーディネートした後、私たちのところに確認に

来ます。私たちはいわば専門家集団なので、その配慮が

必要かどうかを判定する責任があります。一方で、学術

的用件の本質に照らし合わせて「適当である」かどうか

は、私たちには決められません。各教員や部局での考え

があり、外部の者が学術的要件が何かということは触れ

られないと思います。 

 支援実施担当者は、学術的要件の内容や、それに照ら

して提案されている配慮は適当であるのかということを

各教員に確認します。そして、OKが出れば支援を実施

し、出なければ振り出しに戻って考えるということを繰

り返します。その中で、支援機器やある種の労務の必要

性について実際に関わる人たちの間で確認し、どうして

も実施が不可能なときには諦めるというプロセスを取り

ます。ただ、やろうと思えばできてしまうことが多いの

で、諦めることはなかなかありません。東京大学のシス

テムでは、金銭で解決できることは本部負担で解決する

ので、金銭的に過度の負担だということはあまり起きま

せん。「適当であるか」で議論になることは多少ありま

す。 

 学生に配慮するのは当たり前のことですが、これから

コンプライアンスとして注意しなければならないのは、

市民講座などの際にも障がいのある方からの要望を無視

してはいけないということです。要望があった場合、で

きるかどうかはお金の問題もありますが、対応する努力

は最大限行い、できなければ過度の負担ということで 
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作られています。揉め事が生じたときには、一旦、個

人や部局のレベルから引き上げて、障害者差別事案解

決委員会という全学的な委員会の中で議論し、大学と

しての結論を出します。 

 非常に堅苦しいシステムに見えますが、対応要領は

プロセスを縛るためのものではないということを強調

しています。障がいのある方が直接教職員に言って解

決するような配慮は、どんどん提供していただいて構

いません。ポイントになるのは申し出を断るときで

す。もしも何かを断るときには慎重になった方が良い

し、やはりバリアフリー支援室に相談をしてもらった

方が無難だろうということを教職員には強調して説明

しています。  

 最後に第10条（図8）で、労働者に対して行う措置を

記載しています。大学が事業主として労働者である教

職員に対して行う措置は、不当な差別的取扱いの禁

止、合理的配慮の提供と、基本的にはこれまでのお話

と一緒になります。私立大学の場合は、差別解消法の

中で学生への合理的配慮の提供は努力義務とされてい

ますが、教職員に対して提供することは義務です。教

職員から配慮の提供を依頼された場合、断らざるを得

ないこともありますが、少なくとも対話をし、納得の

いく結論を出すべきです。 

■障がい各論 ①身体障がい 

 ここからは障がいについての各論を、身体障がいと

精神障がいとに分けて解説します。 

 まずは身体障がいについて、肢体不自由とは、神経

筋骨格と運動に関する機能のどこかに機能障がいがあ

るということをいいます。その結果、活動では、運動

や移動、学習と知識の応用に関しては、読むこと、

ページをめくること、書くこと等にハンデがある方が

います。より重くなると、セルフケアのレベルで問題

がある方も当然います。この方々に対してどのように

合理的配慮を提供するかいうと、歩行が困難な方には

教室変更、書くことに時間がかかる方には試験の時間

延長、読むことができない方には資料電子化、ページ

をめくることができない方にはパソコンを使用した資

料のPDF化、セルフケアに問題がある方には多目的ト

イレの設置等を行います。活動の変更としては、書く

ことができない方には代筆をしたり、ある程度指が動

くならばワープロ入力も選択肢になります。このよう

に、どの部分の機能に問題があり、どの活動に困難を 

謝ることが必要です。また、「配慮が必要な場合は事前

に申し出てください」ということをポスター等に記載し

ておくことや、もともと無理なくアクセスできる会場に

しておくなども必要です。 

 付属病院については、東京大学の場合は対応要領を守

ることになるのですが、私立大学の場合は医療関係事業

者向けガイドラインを別途守る必要があるのだと思いま

す。 

 対応要領の第5条（図6）は、東京大学としてのメッ

セージのような条文です。そもそも合理的配慮とは、依

頼があってそれに応えるというリアクティブな仕組みで

す。しかし、そもそも世の中がユニバーサルにできてい

れば、障がいのある方でも利用しやすく最初から作られ

ていれば、合理的配慮は必要ありません。理想論だとい

うことは十分承知していますが、少しずつ障壁のない環

境に近づけていきたいということを記載しています。  

 対応要領の第6～9条（図7）はシステムについて記載

しています。まず、総長が最高管理責任者で、その下に

バリアフリー担当理事がいます。この理事が研修･啓発

を行い、それを受けた部局長が差別解消法の概念を、

隅々まで伝えるという仕組みになっています。 

 実務的なレベルにおいては、障がいのある方は、部局

の支援実施担当者やバリアフリー支援室に相談いただけ

れば、合理的配慮提供のための相談システムが駆動しま

す。 

 もしも揉め事が起きた場合は、障害者差別事案解決委

員会が引き受けます。これは、もちろん障がいのある方

の権利を守るためという側面もありますが、一方で、大

学側でも、少なくとも個々の教職員や部局が何らかの責

任を負うことはあまり良くないだろうとの考えもあり、

（図6） 

（図7） 

（図8） 
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抱えているか確認することで、どのような配慮が必要か

が分かるようになります。 

 次に視覚障がいは、視覚機能に障がいがあり、移動や

読み書きが困難になります。その方々に対して、移動の

問題では誘導ブロックを敷設したり、読み書きの問題で

は資料の拡大や電子データ化と読み上げソフトの使用、

ワープロ入力、点字の使用などができます。 

 聴覚障がいは、聴覚機能に障がいがあり、話し言葉の

理解や話すことに困難を抱えています。唇の動きを読み

取りやすい座席の設定、補聴システムの使用、パソコン

テイクによる文字化、筆談や手話などができます。 

 内部障がいは、心臓や呼吸機能などさまざまな機能障

がいがありますが、どのような活動の制限が生じている

か分かれば、自ずと配慮の仕方も分かるということにな

ります。 

■障がい各論 ②精神障がい 

 次に、精神障がいに関してです。私たちは精神疾患を

分類するとき、DSM-5という全世界共通の診断基準を

用い、19種類に分類します。そのひとつである「神経

発達症群」が、いわゆる発達障がいです。発達障がいの

中には、いわゆる知的障がい、自閉スペクトラム症

(ASD)、注意欠如・多動症 (ADHD)、限局性学習症

(LD)、発達性協調運動症(DCD)等の概念があります。

一般の人が「発達障がい」というときには、ASDを指

すことが圧倒的に多いのですが、疾患ごとの概念の違い

について知っていた方が混乱がなく、良いと思います。  

 自閉スペクトラム症(ASD)（図9）は2つの概念で規定

されます。1つ目の特徴が、社会的コミュニケーション

の障がいです。これはさらに3つの特徴で規定されてお

り、1つ目が「社会的情緒的相互性」、例えばやりとり

がすごく厚かましかったり、逆に打っても響かないよう

な感じです。2つ目が「非言語的コミュニケーションの

障がい」、目の合わせ方、表情の変化、ジェスチャーや

声のトーンなど非言語的なコミュニケーションの部分に

困難を持っているということです。3つ目が、その結果

として対人関係や集団生活において困難が生じているか

です。これら3つが揃ったところで、社会的コミュニ

ケーションに問題があるということを確定していきま

す。もうひとつの特徴がRRB、いわゆる「こだわり」

と呼ばれる行動で、常同的な行動や言語、型にはまった

ルーチンへの過剰な固執、限定的な興味などがあります

が、実際に大学に入る程度のASDの人が困るのは、

「ゼロイチ思考」であるところです。ASD の人は

「100％できないのならばもうやらなくていいや」とい

う考えになり、やるべきことが次第にできなくなって、

大学を中退することがあります。その他の問題として、

感覚過敏のある方もいます。例えば、試験のときに筆記

用具の「カリカリ」という音が非常に気になるので、別

会場で試験を受けさせてほしいということが実際にあり

ました。別室に試験官をつけられれば問題ありません

が、試験官の確保が大変です。 

 次に、注意欠如・多動症(ADHD)は不注意で多動な人

たちという概念です。チェックリストをもとに「私も

ADHDなのではないか」と思う人は多くいますが、治

療を必要とするレベルの人はあまりいません。また、行

動としてはASDと同じ行動が表れるため、自分は

ADHDだと言って病院に来る人の大半は、結局ASDで

あることが多いです。ただ、ADHDは薬物療法でかな

り良くなるものなので、ADHDの可能性は捨てず、ド

ラッグ･セラピーをすることもあります。多動や衝動性

を持つ人は、大学ではあまりいません。  

 次に、学習障がい (LD)という概念で、読めないこ

と、綴り字に困難があること、数字の概念がないことを

言います。これを測定するときに、単に数学ができない

人と本質的にできない人を区別することは難しさがあり

ます。学習障がいの場合は、おそらく大学入試の配慮申

請にもこれからたくさん出るようになると思いますが、

どこから学習障がいなのか誰も決められないという非常

に難しい問題を抱えています。K-ABC2という標準化さ

れたテストを用い、一定の数値から障がいとみなしても

良いだろうというのが現状の判定方法です。 

 ここまでお話したとおり、聴覚障がい、視覚障がい、

肢体不自由の方については何が機能障害で、どのような

配慮が必要かということは直感的に分かりやすく、測定

もしやすいものです。しかし、発達障がいの場合、その

背景にある機能障害について想定するしかなく、事実上

測定もできません。だから医師の診断を受け、それを信

じる以外に、本当の意味で発達障がいかということを確

認する方法は、良くも悪くもないということです。  

 次に、知的障がいです。大学とは高等教育で、知的レ

ベルを伸ばしていくところなので、もちろん知的障がい

の方が頑張って大学に入るのは全く問題ないのですが、 

（図9） 
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障害に対して、個別課題にするという配慮ができます

が、集団でコミュニケーションすること自体を学術的

要件として求めているならば、この配慮は適当ではな

いことになります。組織化と計画に困っていたら、教

示方法を調整したり、項目立てて教示することもでき

ますが、情報を集めることが学術的要件だとしたら、

そのようなことはしてはいけません。ADHDに対する

定番の配慮は試験時間の延長ですが、決められた時間

の中での cognition（認知）を評価しているときに、

「ADHD だから時間延長しても良い」とすると、

cognitionの何を評価しているのか分からなくなってし

まいます。LDの方で、書字障がいのためにパソコンを

使うというときにも揉めることがあります。漢字変換

機能があるので有利になるだろうということです。こ

うしたことは、非常に慎重に考えなくてはいけないマ

ターであり、東京大学でも結論が出ていません。 

 

 

■質疑応答より 

 

Q. 合理的な配慮というのは、自分の負担にあまりなら

ないようにという少しネガティブな意味も入っている

ような気がしました。それより、前向きに、サポート

が必要なときには力が届くところまでサポートする、

そういう積極的な考え方が重要だと思っていますが、

いかがでしょうか。  

 

A. 建設的な意見をありがとうございます。私も医者と

しての立場で来るときには、もっとアドボケーター

（意見や権利の代弁者）に近いかたちで話をします。

しかし、今日の話は少しネガティブに聞こえたかもし

れませんが、職員としての立場で話す場合、大学の立

場もある程度は説明をせざるを得ません。正直に言う

と、全国の大学は障害者差別解消法への対応に怯えて

いるのですね。私は、怯えなくても正しいことを正し

く粛々とやっていけば、大学はコンプライアンスを守

ることができ、その結果として障がいのある方にとっ

ても利益になるだろうと考えています。どうしても大

学の立場に立った言い方になるので、若干ネガティブ

なトーンになってしまいましたが、基本的には前向き

な気持ちでおりますので、皆さんも前向きな気持ちで

取り組んでいただけたらと思います。合理的かどうか

は二の次で、とにかく困っている人がいれば助けるの

が当たり前だというところが第一歩です。  

知的能力に対して配慮を行って大学生活を送るというの

は、大学のあり方、高等教育のあり方の本質を変更して

しまうことになるので、知的障がいの人に合理的配慮を

提供して大学生活を送るのは難しい面があります。 

 この他にも精神障がいは無数にありますが、ポイント

としてはまず精神科医によるDSM-5に沿った診断を受

けておくということです。そして、結果として生じる活

動の制限に合わせて配慮を組み立てていくことになりま

す。  

 繰り返しになりますが、発達障がいや精神障がいで問

題になるのは、学術的要件との兼ね合いです。聴覚障が

いや知覚障がいの方は、基本的にインプットやアウト

プットの部分での障がいなので、それを他のものに置き

換えても学術的要件には影響がありません。しかし、発

達障がいの方の機能障害は、よりHigher Orderな認知

処理の部分であり、まさに教育で求めている部分、評価

している部分であることがあります。その場合、そこに

配慮してしまったら、学術的要件を損なうことになりま

す。もちろん、それを学術的要件としては求めない教育

もありえます。だから、教育として何を行っているかと

いうことを、教員はクリアに持っていなければなりませ

ん。教員の方で、学術的要件がはっきりと分かっていれ

ば、どのような配慮が必要で、どのような配慮が適当で

はないか、分かるはずです。例えば、心理社会的機能の

（図10） 

ＦＤ、ＳＤ、教職協働 について情報をお寄せください。（校舎、学部、職場単位で取り組んでいる活動等） 
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